
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  耐用年数の改正と償却費の計算 

Ｑ：平成20年４月以後耐用年数が変わった

そうですが、それまでに取得したものについ

ては、以前の耐用年数で計算していいのです

か？  

 

Ａ：平成20年４月までに取得した減価償却

資産についても新しい耐用年数で計算します。 

【解説】 

減価償却制度は、平成19年度で償却方法が

見直され、平成20年度で耐用年数が見直され

ました。 

平成19年度に改正された償却方法の改正は、

平成19年４月以後に取得した減価償却資産か

ら適用され、それ以前のものについては従前

どおりの償却方法を適用しますが、平成20年

度改正の耐用年数については、平成20年４月

以後に取得した減価償却資産だけでなく、そ

れまでに取得したものについても適用される

こととなっていますので注意してください。 

３月決算法人で例を示せば、次のようにな

ります。 

◆ 耐用年数10年の資産が平成20年度改正で

８年になったものの場合 

・ 平成19年３月までに取得したもの 

償却方法：改正前の償却方法のまま 

耐用年数：H20.3期まで10年、それ以後

は８年 

・ 平成20年３月までに取得したもの 

償却方法：改正後の新償却方法 

耐用年数：H20.3期まで10年、それ以後

は８年 

 

Ｒ Ｅ Ｄ Ａ Ｓ   Ａ
リ ー ダ ァ ス ク ラ ブ

 

１９９４年 １月 ６日 創 刊 ・毎 日 発 行  

リ ー ダ ァ ス ク ラ ブ Ｆ Ａ Ｘ ニ ュ ー ス  

（２００８年）平成２０年  木曜日  月９  １ 日  ８

発行所 株式会社 
大阪市中央区備後町２－４－６ 
編集発行人：税理士 三輪 厚二  

Tel  ：06-6209-7678

Fax ：06-6209-8145ＦＰシミュレション― 

第 

 

3 6 0 3  

 

号 


